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國
際
連
合
と

國
際
平
和

ぬ剛

原

光

雄

一
、
は
し
が
き

二
、
卒
和
機
構
と
し
て
の
國
際
連
合

三
、
國
際
連
合
の
卒
和
的
機
能

四
、
結
　
　
　
語

｝
　
は
　
し
　
が

き

　
國
際
蓮
合
の
主
要
な
目
的
の
一
つ
が
國
際
雫
和
及
び
安
全
の
維
持
に
あ
る
こ
と
は
憲
章
の
規
定
に
よ
つ
て
明
か
で
あ
る
（
第
一
條
）
。
こ
の
目
的

を
實
現
す
る
た
め
に
、
國
際
蓮
合
は
三
つ
の
主
要
な
機
關
を
も
つ
て
い
る
。
総
會
、
安
全
保
障
理
事
會
及
び
國
際
司
法
裁
判
所
が
こ
れ
で
あ
る
。

ヒ
の
外
に
、
地
域
協
定
に
よ
る
地
域
的
機
關
も
國
際
耶
和
及
び
安
全
の
維
持
の
た
め
に
活
動
す
る
が
、
地
域
的
機
關
は
國
際
蓮
合
そ
れ
自
艦
の
機

、
關
で
は
な
い
。
し
か
し
、
こ
の
地
域
的
機
關
は
、
國
際
蓮
合
と
全
く
猫
立
し
て
存
在
す
る
も
の
で
な
く
、
國
際
蓮
合
と
蓮
結
さ
れ
た
機
關
で
あ
る

（
第
五
一
篠
、
五
三
條
）
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
地
域
協
定
に
よ
る
地
域
的
な
李
和
維
持
秩
序
は
國
際
蓮
合
と
い
う
一
般
的
秩
序
の
部
分
的
秩
序
を

成
し
て
い
る
と
い
え
る
。
し
か
し
、
こ
こ
で
は
地
域
機
關
に
よ
る
行
動
は
こ
れ
を
暫
く
措
き
、
國
際
蓮
合
そ
れ
自
身
の
機
關
に
よ
る
平
和
維
持
の

み
を
鉗
象
と
し
て
考
察
す
る
。
そ
の
中
で
も
、
國
際
司
法
裁
判
所
は
、
國
際
紛
雫
中
の
法
律
的
紛
雫
の
解
決
機
關
と
し
て
別
稿
に
譲
る
こ
と
に
す

　
　
　
　
國
際
連
合
と
國
際
卒
和
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一
　
）



　
　
　
國
際
連
合
と
國
際
卒
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
二
　
　
　
（
　
二
　
）

る
。
従
つ
て
、
こ
こ
で
は
、
先
ず
、
國
際
蓮
合
は
憲
章
の
規
定
か
ら
観
て
、
國
際
卒
和
の
實
現
と
い
か
に
結
ば
れ
て
い
る
か
の
問
題
を
検
討
す

る
。
こ
れ
は
國
際
蓮
合
を
機
構
の
貼
か
ら
観
る
こ
と
で
あ
る
。
次
に
、
こ
の
機
構
が
實
際
上
、
い
か
に
現
實
の
問
題
を
塵
理
し
た
か
を
検
討
す

る
。
こ
れ
は
國
際
蓮
合
の
機
能
の
問
題
で
あ
る
。
一
定
の
機
構
は
、
そ
れ
を
實
際
に
適
用
し
た
場
合
に
、
所
期
の
目
的
を
實
現
す
る
と
は
限
ら
な

い
。
こ
の
意
味
に
お
い
て
、
機
構
は
そ
の
獲
揮
す
る
機
能
を
考
慮
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
贋
値
が
判
断
さ
れ
ね
ば
な
ら
な
い
。
國
際
蓮
合
の

目
的
を
實
現
す
る
た
め
に
は
、
規
在
の
機
構
で
充
分
で
あ
る
か
否
か
。
即
ち
、
國
際
連
合
な
る
機
構
は
、
國
際
手
和
實
現
の
た
め
に
充
分
な
機
能

を
穫
揮
す
る
か
否
か
を
知
る
た
め
に
は
、
國
際
蓮
合
が
そ
の
創
立
か
ら
現
在
に
至
る
ま
で
の
間
に
護
揮
し
た
機
能
が
検
討
せ
ら
れ
ね
ば
な
ら
な

い
。
機
能
の
検
討
の
結
果
、
そ
れ
曝
て
の
機
構
の
目
的
と
す
る
と
こ
ろ
を
充
分
實
現
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
わ
れ
わ
れ
は
振
り
返
つ
て
、
機
構
そ

れ
自
身
に
欲
陥
が
あ
る
か
、
或
い
は
機
構
の
運
用
に
不
充
分
な
る
貼
が
あ
る
か
を
反
省
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
こ
の
よ
う
な
意
味
に
お
い
て
、
本
稿
で

ぱ
、
第
一
に
先
ず
國
際
蓮
合
が
國
際
手
和
の
維
持
機
梅
で
あ
る
か
否
か
を
考
察
し
、
第
二
に
、
こ
の
機
構
が
現
實
に
目
的
實
現
の
た
め
に
、
い
か

な
る
機
能
を
穫
揮
し
た
か
を
観
、
第
三
に
、
國
際
蓮
合
の
現
實
の
機
能
の
黙
か
ら
観
て
、
機
構
が
國
際
李
和
を
實
現
す
る
機
構
と
し
て
い
か
に
あ

る
べ
き
か
等
に
つ
き
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。

二
、
李
和
機
構
と
し
て
の
國
際
連
合

　
國
際
蓮
合
は
一
つ
の
李
和
維
持
機
構
で
あ
る
か
、
そ
れ
と
も
、
そ
れ
は
輩
な
る
討
議
機
構
に
過
ぎ
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
黙
を
決
定
す
る
も

の
は
國
際
蓮
合
憲
章
の
規
定
で
あ
る
。

　
憲
章
第
一
條
は
國
際
蓮
合
の
目
的
が
「
國
際
干
和
及
び
安
全
を
維
持
す
る
こ
と
」
を
掲
げ
、
こ
の
目
的
を
達
す
る
た
め
に
、
卒
和
に
封
す
る
脅
威

の
防
止
及
び
除
去
と
侵
略
行
爲
又
は
他
の
手
和
破
壌
の
鎭
堅
と
の
た
め
に
有
奴
な
集
團
的
措
置
を
執
る
こ
と
、
並
び
に
李
和
を
破
壌
す
る
に
至
る

の
虞
あ
る
國
際
的
の
紛
孚
叉
は
事
態
の
調
整
叉
は
解
決
を
李
和
手
段
に
よ
り
、
且
つ
正
義
と
國
際
法
と
の
原
則
に
從
つ
て
實
現
す
る
こ
と
を
規
定



す
る
。
即
ち
國
際
蓮
合
が
李
和
及
び
安
全
を
維
持
す
る
に
は
、
第
一
に
、
未
だ
李
和
は
破
壊
さ
れ
ず
叉
李
和
に
封
す
る
脅
威
と
な
つ
て
い
な
い
が

や
が
て
は
李
和
が
破
壌
さ
れ
る
か
も
知
れ
な
い
よ
う
な
國
際
紛
孚
又
は
事
態
を
、
手
和
的
な
手
段
に
ょ
つ
て
正
義
と
國
際
法
に
基
い
て
調
整
叉
は

解
決
す
る
こ
と
、
第
二
に
、
李
和
が
脅
威
せ
ら
れ
叉
は
破
壌
せ
ら
れ
た
場
合
に
、
そ
の
脅
威
を
除
去
し
干
和
破
壌
行
爲
を
鎭
堅
す
る
た
め
に
集
團

的
措
置
を
執
る
こ
と
で
あ
る
。
李
和
維
持
機
構
と
し
て
の
國
際
蓮
合
が
存
す
る
に
拘
ら
ず
、
現
實
に
李
和
が
破
壊
せ
ら
れ
る
こ
と
は
、
手
和
機
構

と
し
て
は
失
敗
と
い
え
る
が
、
實
際
上
豫
期
し
得
な
い
侵
略
行
爲
が
行
わ
れ
る
こ
と
は
避
け
難
い
と
こ
ろ
で
あ
る
か
ら
、
李
和
の
破
壊
が
あ
つ
た

場
合
に
、
こ
れ
を
李
和
欣
態
に
同
復
す
る
こ
と
も
李
和
維
持
機
構
と
し
て
の
國
際
連
合
の
當
然
の
任
務
で
あ
る
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。

　
右
の
よ
う
な
意
味
で
の
李
和
維
持
の
目
的
の
た
め
に
、
寄
與
す
る
國
際
蓮
合
の
機
關
と
し
て
は
、
総
會
、
安
全
保
障
理
事
會
、
國
際
司
法
裁
判

所
が
そ
の
主
な
る
も
の
で
あ
る
。
主
な
る
も
の
と
い
う
の
は
、
事
務
総
長
も
「
國
際
李
和
及
び
安
全
の
維
持
を
脅
か
す
と
認
め
る
事
項
に
つ
い

て
、
安
全
保
障
理
事
會
の
注
意
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
」
か
ら
で
あ
る
（
第
九
九
條
）
。
こ
の
外
、
憲
章
第
八
章
の
規
定
に
從
つ
て
、
地
域
的
機
關

が
設
置
せ
ら
れ
た
場
合
に
、
こ
の
地
域
的
機
關
も
卒
和
維
持
の
た
め
に
寄
與
す
る
わ
け
で
あ
る
が
、
こ
れ
に
つ
い
て
は
別
に
述
べ
る
こ
と
に
す

る
。

　
憲
章
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
総
禽
が
雫
和
と
安
全
の
維
痔
の
た
め
に
行
動
す
る
範
園
は
極
め
て
廣
い
。
第
一
に
、
特
定
の
紛
孚
又
は
事
態
が
存
し

な
い
場
合
に
お
い
て
も
、
李
和
の
維
持
に
貢
獄
す
る
と
考
え
ら
れ
る
活
動
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。
例
え
ば
、
軍
備
の
縮
小
及
び
軍
備
の
規
制
を

律
す
る
原
則
を
審
議
（
8
塁
錠
霞
）
し
て
、
こ
れ
ら
の
原
則
に
つ
い
て
、
加
盟
國
も
し
く
は
安
全
保
障
理
事
會
に
封
し
叉
は
こ
の
爾
者
に
封
し
て

渤
告
を
す
る
如
き
は
そ
れ
で
あ
る
（
第
一
一
條
）
。
第
二
に
、
第
三
五
條
の
規
定
に
よ
り
、
加
盟
國
か
ら
の
提
訴
に
よ
る
國
際
李
和
及
び
安
全
の
維

持
を
危
く
す
る
よ
う
な
紛
孚
又
は
事
態
、
及
び
非
加
盟
國
よ
り
の
自
國
の
紛
雫
に
關
す
る
提
訴
が
あ
つ
た
場
合
に
、
こ
れ
を
討
議
（
臼
零
拐
ω
）
し
、

い
關
係
國
も
し
く
は
安
全
保
障
理
事
禽
に
封
し
、
又
は
こ
の
爾
者
に
封
し
て
勘
告
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
（
第
一
一
條
二
項
）
。
第
三
に
、
國
際
雫
和

及
び
安
全
を
危
く
す
る
虞
あ
る
事
態
に
つ
い
て
安
全
保
障
理
事
禽
の
注
意
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
（
第
二
條
三
項
）
。
第
四
に
、
諸
國
開
の
友
好

　
　
　
　
國
際
蓮
合
と
國
際
卒
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
三
　
　
　
（
　
三
　
）



　
　
　
國
際
連
合
と
國
際
卒
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
四
　
　
　
（
　
四
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關
係
を
害
す
る
虞
が
あ
る
と
認
め
る
事
態
を
、
そ
の
起
因
に
か
か
わ
り
な
く
、
手
和
的
に
調
整
す
る
た
め
措
置
を
渤
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
（
第

一
四
條
）
。

　
以
上
の
よ
う
に
、
総
會
は
憲
章
の
規
定
に
よ
つ
て
多
方
面
に
亙
つ
て
李
和
維
持
の
た
め
に
活
動
す
る
が
、
こ
れ
を
要
約
す
る
と
、
総
會
が
李
和

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
1
）

維
持
の
た
め
に
と
る
手
段
は
審
議
（
討
議
）
と
渤
告
で
あ
る
。
審
議
は
総
會
自
艦
の
活
動
で
あ
る
が
、
鋤
告
は
総
禽
が
他
の
主
艦
に
封
す
る
意
思

表
示
で
、
關
係
國
叉
は
理
事
會
に
封
し
て
行
わ
れ
る
。
総
會
の
行
う
渤
告
の
限
界
に
つ
い
て
は
憲
章
は
何
等
規
定
し
な
い
。
從
つ
て
、
仲
介
の
性

質
を
も
つ
も
の
も
、
又
調
停
の
性
質
の
勘
告
を
も
行
い
得
る
わ
け
で
あ
る
。
い
ず
れ
の
場
合
に
お
い
て
も
、
勘
告
は
法
的
拘
束
力
を
も
つ
も
の
で

な
い
か
ら
、
鋤
告
を
う
け
た
も
の
が
、
そ
の
勘
告
を
受
諾
す
る
か
否
か
は
法
的
に
は
自
由
で
あ
る
。
こ
の
黙
か
ら
考
え
て
、
総
禽
は
審
議
の
方
法

に
よ
つ
て
、
間
接
に
雫
和
維
持
に
貢
獄
す
る
が
、
李
和
を
危
く
す
る
よ
う
な
紛
孚
叉
は
事
態
に
封
し
て
は
專
ら
勘
告
の
方
法
に
よ
つ
て
李
和
を
維

持
し
よ
う
と
す
る
。
そ
し
て
こ
の
渤
告
は
仲
介
叉
は
調
停
の
形
を
と
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。

　
亥
に
理
事
會
に
つ
い
て
で
あ
る
が
、
理
事
禽
が
國
際
卒
和
及
び
安
全
の
維
持
に
つ
い
て
の
主
要
な
責
任
を
負
う
機
關
で
あ
る
こ
と
は
い
う
ま
で

も
な
い
（
第
二
四
條
一
項
）
。
第
六
章
の
紛
幹
の
李
和
的
解
決
に
お
い
て
、
理
事
會
が
執
る
解
決
方
法
は
渤
告
叉
は
要
請
で
あ
る
。
要
請
（
8
＝
唇
9
）

は
勧
告
よ
り
強
い
意
思
の
表
現
で
あ
る
が
、
決
定
（
号
包
留
）
の
如
く
當
事
國
も
拘
束
す
る
も
の
で
は
な
い
。

　
國
際
雫
和
及
び
安
全
を
危
く
す
る
よ
う
な
紛
孚
が
存
す
る
場
合
に
、
こ
れ
が
安
全
保
障
理
事
會
の
討
議
に
付
さ
れ
る
に
は
、
次
の
よ
う
な
方
法

に
よ
る
。
第
一
に
、
當
事
國
が
第
三
三
條
の
李
和
的
解
決
に
失
敗
し
、
第
三
七
條
第
一
項
に
よ
り
付
託
す
る
場
合
、
第
二
に
、
加
盟
國
叉
は
非
加

盟
國
が
安
全
保
障
理
事
會
の
注
意
を
促
し
た
場
合
（
第
三
五
條
）
、
第
三
に
、
理
事
會
自
身
が
或
紛
孚
が
國
際
手
和
及
び
安
全
を
危
く
す
る
と
認
め

た
場
合
、
第
四
に
、
総
て
の
紛
孚
當
事
國
の
合
意
に
ょ
る
付
託
の
場
合
で
あ
る
（
第
三
八
條
〉
。
こ
れ
ら
の
場
合
に
お
い
て
、
理
事
會
が
紛
孚
解
決

の
た
め
に
執
る
手
段
は
渤
告
で
あ
る
。
そ
の
鋤
告
の
内
容
は
、
紛
孚
を
調
整
す
る
手
績
と
方
法
を
渤
告
す
る
場
合
も
あ
る
し
（
第
三
六
條
）
、
叉
紛

争
の
解
決
條
件
を
勧
告
す
る
場
合
も
あ
る
（
第
三
七
條
二
項
）
。



　
國
際
卒
和
及
び
安
全
を
危
く
す
る
よ
う
な
事
態
が
存
在
す
る
場
合
に
は
、
第
一
に
、
加
盟
國
が
安
全
保
障
理
事
會
の
注
意
を
促
す
こ
と
（
第
三

五
條
一
項
）
、
第
二
に
理
事
禽
由
身
が
こ
れ
を
取
り
上
げ
る
こ
と
（
第
三
四
條
、
第
≡
ハ
條
）
、
の
二
個
の
方
法
が
規
定
さ
れ
て
い
る
。
從
つ
て
、
國
際

卒
和
を
危
く
す
る
よ
う
な
事
態
が
存
在
し
て
も
、
當
事
國
の
合
意
で
、
こ
れ
を
理
事
禽
の
審
議
に
付
す
こ
と
は
で
き
な
い
し
、
非
加
盟
國
は
こ
の

事
態
に
つ
い
て
安
全
保
障
理
事
會
の
注
意
を
促
す
こ
と
は
で
き
な
い
。
事
態
は
紛
箏
に
ま
で
獲
展
し
な
い
國
家
間
の
關
係
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
が

紛
孚
の
形
を
と
る
こ
と
に
な
れ
ば
、
前
述
し
た
四
個
の
方
法
で
安
全
保
障
理
事
會
が
介
入
す
る
し
、
事
態
に
封
し
て
も
、
安
全
保
障
理
事
禽
が
自

爽
的
に
こ
れ
を
審
議
し
、
又
加
盟
國
が
安
全
保
障
理
事
會
の
注
意
を
促
す
方
法
が
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
、
事
態
に
封
す
る
憲
章
の
こ
の
規
定
の

た
め
に
國
際
李
和
や
安
全
が
破
壊
せ
ら
れ
る
危
陰
が
大
き
い
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
2
）

　
紛
争
の
耶
和
的
解
決
に
關
す
る
第
六
章
の
規
定
が
甚
だ
不
明
確
で
あ
る
こ
と
は
一
般
に
指
摘
せ
ら
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。
第
三
三
條
及
び
第
三

七
條
に
よ
れ
ば
、
第
一
に
當
事
國
が
平
和
的
解
決
の
手
段
を
講
じ
、
そ
れ
で
成
功
し
な
か
つ
た
紛
璽
が
安
全
保
障
理
事
會
に
付
託
せ
ら
れ
る
こ
と

に
な
る
の
で
あ
る
が
、
第
三
五
條
一
項
で
は
、
い
つ
で
も
紛
雫
や
事
態
に
つ
い
て
安
全
保
障
理
事
禽
の
注
意
を
促
す
こ
と
が
で
き
る
こ
と
に
な
つ

て
い
る
。
叉
第
三
三
條
や
第
三
七
條
に
よ
れ
ば
、
安
全
保
障
理
事
會
に
付
託
す
る
紛
孚
は
、
國
際
手
和
や
安
全
を
危
く
す
る
よ
う
な
重
大
な
も
の

に
限
ら
れ
て
い
る
が
、
第
三
五
條
は
紛
孚
の
み
な
ら
ず
事
態
を
も
含
み
、
事
態
に
つ
い
て
は
、
國
際
平
和
や
安
全
を
危
く
す
る
よ
う
な
事
態
で
あ
・

る
こ
と
を
要
す
る
が
、
紛
孚
に
つ
い
て
は
、
い
か
な
る
紛
孚
で
も
よ
い
こ
と
に
な
つ
て
い
る
。
第
三
三
條
や
第
三
七
條
は
安
全
保
障
理
事
會
へ
の

「
付
託
」
で
あ
り
、
第
三
五
條
は
総
禽
や
安
全
保
障
理
事
禽
の
「
注
意
を
促
す
」
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
国
別
が
設
け
ら
れ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

「
注
意
を
促
す
」
場
合
に
は
、
事
務
総
長
宛
又
は
安
全
保
障
理
事
會
議
長
宛
、
総
會
の
場
合
は
総
會
議
長
宛
に
通
告
せ
ら
れ
、
こ
れ
に
よ
つ
て
吹

の
會
議
の
假
日
程
に
加
え
ら
れ
て
、
會
議
で
討
議
せ
ら
れ
る
こ
と
に
な
る
の
で
、
こ
れ
は
實
質
上
は
「
付
託
」
に
外
な
ら
な
い
。
憲
章
第
二
條

二
項
は
、
第
三
五
條
第
二
項
に
從
い
総
會
に
「
付
託
」
さ
れ
た
と
規
定
し
て
い
る
こ
と
を
注
目
す
べ
き
で
あ
る
。

　
（
1
）
　
憲
章
は
審
議
（
8
巨
の
一
α
電
）
と
討
議
（
鼠
の
雲
器
）
　
と
い
う
丈
字
を
用
い
て
い
る
が
、
こ
の
歴
別
は
既
に
ダ
ン
バ
ー
ト
ン
・
オ
ー
ク
ス
の
提
案
の
中
に
表
れ

　
　
　
國
際
連
合
と
國
際
李
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
五
　
　
　
（
　
五
　
）



　
　
　
國
際
蓮
合
と
國
際
耶
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
六
　
　
　
（
　
六
　
）

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ヤ
　
　
も

　
　
た
も
の
で
あ
る
。
審
議
と
い
う
方
が
討
議
よ
り
も
よ
り
包
括
的
な
意
味
を
も
っ
て
い
る
が
、
實
際
上
憲
章
は
こ
の
二
つ
の
言
葉
を
匿
別
し
て
取
扱
っ
て
い
な
い
，

　
渤
告
は
討
議
の
後
に
の
み
行
わ
れ
る
も
の
で
な
く
、
界
議
の
後
に
も
行
い
得
る
こ
と
は
、
憲
章
、
第
一
一
條
第
一
項
、
第
一
〇
條
、
弟
一
一
條
二
項
等
を
炭
．
’
照
す

　
　
れ
ぼ
朋
か
で
あ
る
（
O
o
o
畠
巳
o
げ
舘
益
M
冨
日
び
冠
P
O
ぽ
帥
詳
Φ
u
O
協
叶
ぴ
①
q
旨
詳
Φ
山
2
90
註
○
＝
9
屋
㎝
9
℃
。
一
鍵
耽
Z
O
同
膏
90
昌
切
①
昌
叶
頸
・
ざ
F
卜
0
9
β
筥
Φ
目
『

　
言
崎
g
窪
①
○
富
詳
霞
9
些
Φ
q
巳
審
山
2
暮
一
・
房
｝
一
線
一
も
る
ε

　
（
2
）
閑
Φ
一
ω
Φ
p
目
ぎ
ピ
即
名
9
窪
①
O
巳
♂
Φ
山
2
暮
帥
o
塁
｝
サ
＆
o
中
●

　
鎌
章
第
七
章
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
手
和
に
封
す
る
脅
威
、
卒
和
の
破
壊
及
び
侵
略
行
爲
の
場
合
に
は
、
安
全
保
障
理
事
會
は
先
ず
、
こ
の
よ
う

な
卒
和
に
封
す
る
脅
威
や
手
和
の
破
壊
や
侵
略
が
あ
る
の
か
否
か
を
決
定
し
、
こ
れ
ら
の
事
實
が
あ
る
と
認
め
た
場
合
に
、
安
全
保
障
理
事
會
が

執
り
得
る
手
段
は
、
q
D
渤
告
、
⑧
暫
定
措
置
、
③
強
制
措
置
で
あ
る
。
第
三
九
條
に
基
く
勧
告
は
、
卒
和
に
封
す
る
脅
威
、
卒
和
の
破
壊
叉
は
侵

略
行
爲
の
存
在
を
前
提
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
で
あ
る
か
ら
、
こ
の
勧
告
に
從
わ
な
い
場
合
に
は
、
第
四
一
條
及
び
第
四
二
條
に
よ
る
張
制
措
置

が
執
ら
れ
る
こ
と
を
豫
期
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
渤
告
自
艦
は
法
的
拘
束
力
は
も
た
な
い
が
、
既
に
李
和
に
封
す
る
脅
威
、
雫
和
の
破
壊
或
い

は
侵
略
が
あ
る
と
決
定
せ
ら
れ
た
以
上
、
勧
告
が
容
れ
ら
れ
な
い
場
合
に
は
、
第
二
段
の
強
制
措
置
が
執
ら
れ
る
可
能
性
は
非
常
に
張
い
。

　
暫
定
措
置
は
事
態
の
悪
化
を
防
ぐ
た
め
に
、
第
三
九
條
に
規
定
さ
れ
た
勧
告
を
し
叉
は
措
置
を
決
定
す
る
前
に
、
安
全
保
障
理
事
會
が
必
要
又

は
望
ま
し
い
と
認
め
る
暫
定
措
置
に
從
う
よ
う
に
關
係
當
事
國
に
要
請
す
る
も
の
で
あ
る
が
（
第
四
〇
條
）
、
こ
の
暫
定
措
置
の
要
請
は
理
事
會
の

決
定
で
あ
つ
て
勧
告
で
は
な
い
。
從
つ
て
、
第
二
五
條
の
規
定
す
る
、
國
際
連
合
加
盟
國
に
封
し
て
の
み
な
ら
ず
、
憲
章
の
義
務
に
服
す
る
こ
と

を
受
諾
し
た
非
加
盟
に
封
し
て
も
拘
束
力
が
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
事
件
で
は
、
爾
後
敵
鮒
行
爲
を
停
止
す
る
こ
と
を
「
要
請
」
し
、
叉
前
勘
膏

を
嚴
密
に
守
る
よ
う
「
要
講
」
し
て
い
る
。
そ
し
て
こ
の
要
請
に
從
わ
な
い
場
合
に
は
、
安
全
保
障
理
事
會
は
安
當
な
考
慮
を
梯
わ
ね
ば
な
ら
な

い
の
で
あ
る
か
ら
（
第
四
〇
條
末
段
）
、
要
請
は
軍
な
る
勧
告
で
は
な
い
。

　
第
三
の
弧
制
措
置
は
軍
事
的
な
る
も
の
も
（
第
四
二
條
）
非
軍
事
的
な
る
も
の
も
（
第
四
一
條
）
安
全
保
障
理
事
禽
が
強
制
措
置
を
決
定
す
れ
ば
、

加
盟
國
は
こ
の
彊
制
措
置
に
参
加
す
る
義
務
が
あ
る
こ
と
は
、
國
際
蓮
合
が
國
際
蓮
盟
よ
り
も
李
和
機
構
と
し
て
進
歩
し
た
特
徴
と
せ
ら
れ
る
。



殊
に
軍
事
的
な
強
制
措
置
を
執
る
こ
と
を
容
易
に
す
る
た
め
に
、
安
全
保
障
理
事
會
の
要
求
に
基
き
加
盟
國
が
安
全
保
障
理
事
禽
と
の
間
に
結
ぶ

特
別
協
定
で
加
盟
國
の
供
給
す
る
兵
力
の
歎
及
び
種
類
、
そ
の
出
動
準
備
程
度
及
び
一
般
的
配
置
、
並
び
に
提
供
す
る
便
釜
及
び
援
助
の
性
質
等

を
規
定
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
が
、
實
際
上
こ
の
協
定
は
全
く
締
結
さ
れ
て
い
な
い
實
歌
に
あ
る
こ
と
は
注
目
す
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
安

全
保
障
理
事
會
が
國
際
卒
和
及
び
安
全
の
維
持
の
た
め
に
使
用
す
る
兵
力
の
使
用
計
叢
は
軍
事
参
謀
委
員
會
の
援
助
を
得
て
安
全
保
障
理
事
禽
が

作
成
す
る
こ
と
に
な
つ
て
い
る
（
第
四
六
條
）
。

　
以
上
略
述
し
た
と
こ
ろ
で
明
か
な
よ
う
に
、
國
際
蓮
合
憲
章
か
ら
卒
和
維
持
機
構
と
し
て
観
た
國
際
連
合
は
、
卒
和
的
な
方
法
と
し
て
は
仲
介

者
叉
は
調
停
者
と
し
て
総
禽
叉
は
理
事
會
が
活
動
し
、
張
制
的
方
法
と
し
て
安
全
保
障
理
事
禽
の
決
議
に
よ
つ
て
、
終
局
的
に
は
兵
力
に
よ
る
強

制
方
法
を
執
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
か
ら
、
憲
章
そ
の
も
の
の
規
定
か
ら
は
、
國
際
蓮
合
は
、
卒
和
維
持
の
間
題
に
つ
き
軍
に
討
議
す
る
も

の
で
な
く
、
卒
和
維
持
の
機
關
で
あ
る
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
。
尤
も
、
國
際
蓮
合
が
仲
介
叉
は
調
停
の
機
能
を
行
使
す
る
に
過
ぎ
な
い
場
合
は
、

國
際
蓮
合
は
渤
告
的
な
機
能
を
稜
揮
す
る
に
過
ぎ
ず
、
關
係
國
が
こ
の
渤
告
に
服
し
な
い
場
合
に
は
、
安
全
保
障
理
事
會
は
早
和
に
封
す
る
脅
威

が
存
す
る
と
し
て
強
制
行
動
に
出
る
可
能
性
が
あ
り
、
こ
の
た
め
に
渤
告
が
無
覗
せ
ら
れ
る
こ
と
な
く
、
事
實
上
勘
告
が
當
事
國
に
よ
つ
て
受
け

容
れ
ら
れ
る
事
實
は
無
覗
で
き
な
い
が
、
こ
れ
は
國
際
蓮
合
が
一
定
の
場
合
に
は
強
制
行
動
を
執
り
得
る
こ
と
を
認
め
ら
れ
て
い
る
か
ら
で
あ

る
。
國
際
蓮
合
が
國
際
紛
雫
の
庭
理
に
當
り
、
軍
に
勘
告
を
行
い
得
る
に
止
る
限
り
、
國
際
蓮
合
は
討
議
機
關
で
あ
る
に
過
ぎ
な
い
。
し
か
し
、

集
團
的
に
強
制
力
を
行
使
し
得
る
方
法
が
機
構
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
限
り
、
そ
れ
は
機
構
的
に
ば
李
和
維
持
機
構
で
あ
る
。
こ
の
機
構
が
果

し
て
充
分
な
機
能
を
穫
揮
し
得
る
か
否
か
は
、
機
能
の
間
題
で
あ
る
。

三
、
國
際
連
合
の
軍
和
的
機
能

コ
総
會
及
び
理
事
會
の
取
扱
う
間
題
は
廣
汎
に
亙
り
、

　
　
　
國
際
連
合
と
國
際
卒
和

殊
に
、

　　絡
　　會
　　は
　　國
　　際
　　蓮
　　合
　　の
　　目
　　的
　　と
　　す
　　る
　　凡
　　ゆ
　　る
　　問
　　題
　　を
　　蕃
七　　昌噴

　　識
　　し
　　得
（　　る

七　も

　　の
）　　で

　　あ
　　る
　　か



　
　
　
國
際
蓮
合
と
國
際
卒
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
八
　
　
　
（
　
八
　
）

ら
、
総
會
及
び
理
事
禽
で
現
在
に
至
る
ま
で
取
扱
わ
れ
た
閲
題
は
極
め
て
多
数
で
あ
る
が
、
こ
こ
で
は
李
和
維
持
の
槻
鮎
か
ら
、
総
禽
及
び
理
事

會
の
取
扱
つ
た
重
要
な
問
題
の
み
を
封
象
と
し
、
こ
れ
ら
の
國
際
李
和
維
持
に
關
す
る
諸
題
が
総
會
と
理
事
禽
で
實
際
上
い
か
に
虞
理
せ
ら
れ
た

か
を
検
討
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
そ
の
機
能
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
。

　
①
　
イ
ラ
ン
問
題

　
一
九
四
六
年
一
月
二
四
日
の
総
會
へ
の
イ
ラ
ン
の
首
席
代
表
ψ
閏
。
円
呂
貯
9
魯
は
國
際
蓮
合
の
事
務
総
長
代
理
宛
の
書
簡
の
中
で
、
ソ
蓮

が
イ
ラ
ン
の
國
内
事
項
に
干
渉
し
た
た
め
に
、
國
際
紛
箏
が
襲
生
す
る
か
も
知
れ
な
い
事
態
が
護
生
し
た
こ
と
を
述
べ
、
憲
章
第
三
五
條
第
一
項

の
規
定
に
基
き
安
全
保
障
理
事
會
の
注
意
を
促
し
た
。
そ
こ
で
安
全
保
障
理
事
禽
は
イ
ラ
ン
の
紛
孚
を
審
議
し
た
。
安
全
保
障
理
事
禽
の
第
二
禽

期
に
、
イ
ラ
ン
の
代
表
が
文
書
に
よ
つ
て
明
か
に
し
た
イ
ラ
ン
の
立
場
は
、
第
一
に
、
ソ
蓮
は
一
九
四
二
年
の
ソ
蓮
、
英
國
及
び
イ
ラ
ン
の
三
國

條
約
を
侵
犯
し
た
こ
と
、
第
二
に
、
ソ
蓮
は
こ
の
紛
孚
に
關
す
る
交
渉
を
拒
否
し
た
こ
と
で
あ
る
。
第
一
の
黙
に
つ
い
て
は
、
ソ
蓮
は
イ
ラ
ン
の

北
部
地
方
に
嚴
重
な
軍
事
的
占
領
を
行
い
、
併
せ
て
イ
ラ
ン
の
内
政
に
干
渉
し
て
イ
ラ
ン
の
領
域
の
不
可
侵
を
保
障
し
た
前
掲
の
條
約
第
一
條
を

侵
犯
し
た
。
次
に
ソ
連
は
、
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
（
卜
N
Φ
誉
昌
鐘
）
で
暴
動
を
煽
動
し
た
り
、
同
地
域
を
手
定
す
る
た
め
編
成
さ
れ
た
イ
ラ
ン

軍
の
通
過
を
禁
止
す
る
こ
と
に
よ
つ
て
、
英
ソ
爾
國
が
イ
ラ
ン
に
約
し
た
と
こ
ろ
の
不
當
に
経
濟
生
活
を
妨
害
し
た
り
、
イ
ラ
ン
法
の
適
用
を
妨

害
し
な
い
こ
と
を
約
し
た
前
掲
條
約
第
二
條
及
び
第
四
條
の
侵
犯
で
あ
る
と
主
張
し
た
。

　
こ
れ
に
封
し
、
ソ
蓮
の
首
席
代
表
ヴ
ィ
シ
ン
ス
キ
イ
（
＜
δ
圧
霧
犀
矯
）
は
、
ソ
蓮
の
干
渉
を
否
定
し
て
、
㈲
ソ
蓮
と
イ
ラ
ン
間
の
交
渉
が
行
わ

れ
て
、
こ
の
問
題
に
つ
い
て
は
一
九
四
五
年
一
二
月
一
日
に
交
渉
は
安
結
し
、
イ
ラ
ン
は
こ
れ
に
満
足
し
て
い
る
こ
と
、
㈲
ソ
蓮
軍
の
存
在
は
ア

ゼ
北
ハ
イ
ジ
ャ
ン
の
自
治
蓮
動
に
は
何
等
關
係
が
な
い
こ
と
、
⑥
安
全
保
障
理
事
會
に
よ
る
イ
ラ
ン
の
提
訴
の
審
議
に
は
反
封
で
あ
る
こ
と
を
主

張
し
た
。

　
安
全
保
障
理
事
禽
は
全
禽
一
致
で
こ
の
事
件
が
第
三
同
目
の
會
合
の
議
題
と
す
る
こ
と
、
憲
章
第
三
一
條
の
規
定
に
定
め
る
手
績
に
從
つ
て
、



イ
ラ
ン
の
代
表
か
ら
意
見
を
聴
く
こ
と
、
に
同
意
し
た
。
ソ
蓮
代
表
ヴ
ィ
シ
ン
ス
キ
ー
は
、
ソ
蓮
と
イ
ラ
ン
と
の
交
渉
を
更
に
績
け
れ
ば
紛
議
は

解
決
さ
れ
る
こ
と
、
こ
の
可
能
性
の
残
つ
て
い
る
限
り
、
憲
章
第
三
七
條
の
下
で
事
件
を
審
議
し
得
な
い
と
信
じ
、
こ
の
紛
雫
の
手
績
的
な
討
議

を
行
い
實
質
的
な
討
議
を
す
る
こ
と
に
は
反
封
し
た
。
理
事
會
は
一
九
四
六
年
二
月
一
日
の
決
議
で
、
イ
・
ソ
爾
國
で
商
議
を
糠
．
績
す
る
こ
と
、

當
事
國
は
商
議
の
結
果
を
理
事
會
に
報
告
す
る
こ
と
、
に
し
た
。

　
一
九
四
六
年
三
月
六
日
に
安
全
保
障
理
事
會
の
第
二
五
禽
期
に
こ
の
問
題
は
駐
米
イ
ラ
ン
大
使
缶
霧
8
冨
卜
冨
氏
の
安
全
保
障
理
事
禽
へ
の

書
簡
に
よ
つ
て
再
び
提
出
さ
れ
、
こ
れ
に
封
し
、
理
事
會
へ
の
ソ
蓮
代
表
グ
・
ム
イ
コ
（
O
容
目
旨
o
）
に
よ
つ
て
反
封
意
見
が
述
べ
ら
れ
、
問
題

は
紛
糾
し
た
が
、
五
月
二
〇
日
の
理
事
禽
の
第
四
三
同
會
合
の
時
に
、
イ
ラ
ン
か
ら
理
事
會
に
二
個
の
通
牒
が
提
出
さ
れ
、
五
月
二
〇
日
の
通
牒

に
は
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
を
獅
立
し
て
調
査
す
る
こ
と
は
不
可
能
で
あ
る
と
し
、
五
月
二
一
日
の
テ
ヘ
ラ
ン
か
ら
の
報
告
と
し
て
手
交
さ
れ
た
も

の
に
は
、
五
月
六
日
に
ソ
蓮
軍
は
ア
ゼ
ル
バ
イ
ジ
ャ
ン
の
地
域
か
ら
撤
退
し
た
こ
と
が
明
ら
か
に
な
つ
た
と
し
て
い
る
。
そ
こ
で
、
ヴ
ァ
ン
・
ク

レ
フ
ェ
γ
ス
（
＜
餌
β
困
Φ
融
①
霧
）
氏
の
動
議
に
よ
り
、
安
全
保
障
理
事
禽
は
イ
ラ
ン
閲
題
の
討
議
を
延
期
す
る
こ
と
に
し
た
（
一
客
霞
轟
註
8
巴

O
り
晦
帥
冒
凶
N
暮
一
〇
コ
］
『
逡
S
b
●
置
f
ミ
）
。

　
こ
の
享
件
は
拒
否
椹
を
も
つ
ソ
蓮
を
相
手
方
と
す
る
興
味
あ
る
事
件
で
あ
る
が
、
安
全
保
障
理
事
會
が
直
接
干
與
し
て
解
決
し
た
の
で
は
な
い

が
、
仲
介
的
な
役
割
を
果
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
が
で
き
る
で
あ
ろ
う
。

　
ω
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
英
軍
撤
退
問
題

　
一
九
四
六
年
一
月
一
二
日
ウ
ク
ラ
イ
ナ
首
席
代
表
マ
ヌ
イ
ル
ス
キ
イ
（
竃
導
邑
の
尊
）
は
安
全
保
障
理
事
禽
議
長
宛
の
書
簡
で
、
イ
γ
ド
ネ
シ

ア
に
お
け
る
英
軍
駐
屯
は
國
際
手
和
と
安
全
の
維
持
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
と
し
て
憲
章
第
三
四
條
に
基
く
調
査
を
要
求
し
た
。
こ
の
事
件
は
大

國
英
・
ソ
を
含
む
も
の
で
あ
つ
て
、
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
代
表
は
調
査
委
員
會
の
派
遣
を
要
求
し
た
が
、
英
國
と
オ
ラ
ン
ダ
は
こ
れ
に
反
封
し
、
エ
ジ

プ
ト
代
表
の
動
議
の
提
出
も
あ
つ
た
が
、
結
局
理
事
會
と
し
て
は
積
極
的
な
行
動
に
出
ず
、
　
こ
の
事
件
の
終
結
を
宣
言
し
た
（
冒
審
唐
霧
δ
一
一
巴

　
　
　
國
際
連
合
と
國
際
李
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
九
　
　
　
（
　
九
　
）



　
　
　
國
際
連
合
と
國
際
耶
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
｝
○
　
　
（
一
〇
）

O
粛
き
一
N
馨
一
8
」
総
S
や
ミ
ー
刈
o。
）
。

　
③
　
シ
リ
ア
及
び
レ
バ
ノ
ン
問
題

　
総
愈
へ
の
K
ハ
ノ
ン
代
表
フ
ラ
ン
ギ
ー
（
国
轟
昌
職
①
）
及
び
シ
リ
ア
代
表
ク
ー
り
（
国
ぎ
霞
一
）
は
一
九
四
六
年
二
月
四
日
付
の
事
務
総
長
宛
の

書
簡
で
、
英
佛
軍
が
シ
リ
ア
及
び
と
ハ
ノ
ン
に
駐
屯
す
る
こ
と
は
主
椹
の
重
大
な
侵
害
で
あ
り
、
重
大
な
紛
孚
を
起
す
危
瞼
が
あ
る
と
述
べ
た
。

こ
の
閲
題
は
理
事
禽
の
議
題
と
し
て
取
り
上
げ
ら
れ
、
英
佛
代
表
は
憲
章
第
二
七
條
三
項
の
方
法
で
理
事
禽
が
決
定
す
る
よ
う
な
紛
孚
は
存
し
な

い
と
し
、
實
質
的
事
項
と
し
て
決
議
を
行
う
場
合
は
棄
椹
す
る
旨
を
述
べ
た
。
結
局
理
事
會
は
決
議
を
成
立
さ
せ
得
な
か
つ
た
（
巨
ε
琶
霧
一
2
箪

O
H
㎎
舘
凱
轟
銭
o
♂
一
逡
メ
℃
．
お
ー
o
o
9
外
務
省
調
査
局
編
「
國
際
蓮
合
の
歩
み
」
二
四
五
頁
）
。

　
㈲
　
ス
ペ
イ
ン
問
題

　
一
九
四
六
年
四
月
九
日
付
の
書
簡
で
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
オ
ス
カ
ル
ニ
フ
ン
ゲ
（
O
ω
o
讐
■
き
鴨
）
は
事
務
総
長
に
、
フ
ラ
ン
コ
政
府
の
行
動
は

既
に
國
際
紛
孚
の
原
因
と
な
り
、
國
際
雫
和
と
安
全
を
脅
か
し
、
か
つ
憲
章
第
二
條
六
項
は
國
際
雫
和
と
安
全
の
維
持
に
必
要
で
あ
る
限
り
非
加

盟
國
の
行
爲
も
憲
章
の
原
則
に
從
う
よ
う
確
保
し
な
け
れ
ば
な
ら
ぬ
と
規
定
す
る
か
ら
、
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
ス
ペ
イ
ン
問
題
が
第
三
四
條
及
び
第
三

五
條
の
下
で
議
事
日
程
に
入
ら
れ
る
こ
と
を
求
め
た
。
理
事
禽
で
審
議
の
結
果
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
の
提
案
に
よ
り
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ブ
ラ

ジ
ル
、
中
國
、
フ
ラ
ン
ス
及
び
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
五
力
國
か
ら
成
る
事
實
調
査
委
員
會
が
設
け
ら
れ
た
。
委
員
禽
で
も
ポ
ー
ラ
ン
ド
は
強
硬
措
置
を

主
張
し
、
ブ
ラ
ジ
ル
は
こ
の
問
題
は
國
内
事
項
で
あ
る
と
考
え
た
。
委
員
禽
は
十
九
同
禽
合
を
開
き
五
月
三
一
日
に
報
告
書
を
出
し
、
六
月
六
日

に
理
事
禽
の
議
事
に
か
け
ら
れ
た
。
委
員
禽
は
①
フ
ラ
ン
コ
制
度
は
第
三
九
條
の
下
に
お
け
る
手
和
へ
の
脅
威
と
は
な
ら
な
い
ー
そ
れ
故
に
理

事
會
は
第
四
〇
條
叉
は
第
四
二
條
の
張
制
措
置
を
執
る
こ
と
は
で
き
な
い
ー
し
か
し
、
こ
の
制
度
は
「
國
際
手
和
及
び
安
全
に
封
す
る
可
能
的

脅
威
b
9
窪
戯
亀
日
Φ
轟
8
」
で
あ
る
。
か
く
て
、
第
三
四
條
の
意
味
に
お
け
る
卒
和
及
び
安
全
の
維
持
を
危
く
す
る
虞
の
あ
る
事
態
で
あ
る
。

③
そ
れ
故
に
、
安
全
保
障
理
事
會
は
第
三
六
條
一
項
に
よ
り
、
こ
の
事
態
を
改
善
す
る
た
め
に
、
適
當
な
調
整
手
績
叉
は
方
法
を
渤
告
す
る
椹
限



が
あ
る
。
そ
れ
故
に
、
委
員
會
は
次
の
こ
と
を
渤
告
す
る
、
⑧
一
九
四
六
年
三
月
四
日
の
米
・
英
・
佛
の
宜
言
に
お
け
る
原
則
を
理
事
禽
が
保
障

す
る
こ
と
、
㈲
ス
ペ
イ
ン
に
お
け
る
制
度
が
撤
慶
さ
れ
、
政
治
的
自
由
が
完
全
に
満
足
さ
れ
な
け
れ
ば
國
際
蓮
合
加
盟
國
と
外
交
關
係
は
断
絶
す

る
こ
と
を
勧
告
す
る
決
議
を
総
會
が
通
過
さ
す
こ
と
を
渤
告
し
て
、
讃
撮
と
報
告
書
を
総
會
に
移
逡
す
る
こ
と
、
⑥
事
務
総
長
は
こ
れ
等
の
渤
青

は
全
連
合
國
に
通
告
す
る
こ
と
。
こ
の
報
告
書
は
六
月
一
九
日
に
表
決
に
付
さ
れ
た
が
、
ソ
蓮
の
代
表
は
強
硬
措
置
を
主
張
し
て
譲
ら
ず
、
拒
否

椹
を
行
使
し
た
た
め
探
揮
せ
ら
れ
な
か
つ
た
。
つ
い
で
、
こ
の
問
題
を
理
事
會
の
議
題
と
し
な
が
ら
総
禽
の
審
議
を
認
め
る
案
が
イ
ギ
リ
ス
及
び

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
代
表
か
ら
提
出
ざ
れ
た
が
、
ソ
蓮
・
ポ
ー
ラ
ン
ド
が
こ
れ
に
反
封
し
、
こ
の
問
題
の
総
會
付
託
が
手
績
事
項
で
あ
る
か
否
か
の

表
決
が
行
わ
れ
た
が
、
こ
れ
に
も
ソ
蓮
が
拒
否
樺
を
焚
動
さ
し
て
決
議
が
成
立
し
な
か
つ
た
。

　
そ
の
後
ポ
ー
ラ
ン
ド
代
表
は
、
一
一
月
二
日
の
理
事
會
で
こ
の
問
題
を
議
題
か
ら
創
除
す
る
こ
と
を
提
案
し
、
全
會
一
致
で
こ
れ
が
可
決
さ
れ

た
の
で
、
こ
の
問
題
は
総
會
で
審
議
せ
ら
れ
た
。
一
九
四
六
年
一
二
月
二
一
日
に
総
禽
は
、
ス
ペ
イ
ン
か
ら
各
國
大
公
使
を
引
揚
げ
る
こ
と
を
勘
、

告
し
た
。
更
に
第
二
同
の
定
期
総
會
で
、
安
全
保
障
理
事
會
が
こ
の
問
題
に
つ
い
て
憲
章
に
よ
つ
て
與
え
ら
れ
た
義
務
を
途
行
す
る
こ
と
を
確
信

す
る
と
の
決
議
を
採
揮
し
た
の
で
、
　
一
九
四
八
年
六
月
二
五
日
の
理
事
禽
で
、
こ
の
間
題
を
理
事
會
の
議
題
と
す
る
か
否
か
が
審
議
せ
ら
れ
た
、

が
、
否
決
せ
ら
れ
た
（
一
暮
霞
轟
試
自
巴
9
鴇
三
鍔
試
o
劇
屋
ミ
・
マ
oo
一
ー
oo
麻
）
。

　
⑤
　
ギ
リ
シ
ア
問
題

　
一
九
四
六
年
一
月
二
一
日
附
の
書
簡
で
ソ
蓮
の
代
表
は
憲
章
第
三
五
條
の
規
定
に
よ
り
、
ギ
リ
シ
ア
に
引
績
き
英
軍
が
在
る
こ
と
は
同
國
の
國

内
聞
題
に
封
す
る
干
渉
で
あ
り
、
且
つ
卒
和
と
安
全
の
維
持
を
危
く
す
る
よ
う
な
緊
迫
欺
態
の
原
因
と
な
つ
て
い
る
こ
と
を
主
張
し
て
、
ギ
リ
シ

ア
に
お
け
る
事
態
に
つ
い
て
安
全
保
障
理
事
會
の
注
意
を
促
し
た
。
こ
れ
に
封
し
英
國
は
英
軍
の
ギ
リ
シ
ア
駐
屯
は
ギ
リ
シ
ア
と
の
協
定
に
基
．
く
、

も
の
で
あ
つ
て
、
ギ
リ
シ
ア
が
英
軍
の
撤
退
を
望
む
な
ら
ば
、
英
國
は
撤
兵
す
る
旨
を
述
べ
、
ギ
リ
シ
ア
代
表
も
自
國
の
國
内
問
題
に
封
し
干
渉

が
行
わ
れ
た
事
實
は
な
い
と
述
べ
た
。
こ
の
問
題
は
審
議
の
結
果
、
一
九
四
六
年
二
月
六
日
の
理
事
禽
議
長
の
聲
明
で
打
切
ら
れ
た
。

　
　
　
國
際
連
合
と
國
際
卒
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
一
　
　
　
（
一
一
）



　
　
　
　
國
際
蓮
合
と
國
際
李
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
二
　
　
　
（
二
一
）

　
一
九
四
六
年
八
月
二
四
日
に
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
外
務
大
臣
は
安
全
保
障
理
事
會
へ
の
電
報
で
再
び
ギ
リ
シ
ア
の
事
態
を
提
訴
し
た
。
ウ
ク
ラ
イ
ナ

の
主
張
は
①
ア
叱
ハ
ニ
ア
國
境
へ
の
ギ
リ
シ
ア
の
派
遣
除
は
、
ギ
リ
シ
ア
政
府
の
激
働
に
よ
つ
て
、
ア
ル
バ
ニ
ア
と
武
力
衝
突
を
行
う
明
か
な
目

的
を
も
つ
て
國
境
守
備
の
ア
ル
バ
ニ
ア
軍
及
び
農
民
に
嚢
砲
し
て
い
る
こ
と
、
⑧
マ
セ
ド
ニ
ア
、
ス
レ
ー
ス
及
び
サ
イ
プ
ラ
ス
で
少
数
民
族
を
虜

刑
し
て
い
る
こ
と
、
③
こ
の
よ
う
な
事
態
を
引
き
起
す
主
要
な
原
因
は
、
ギ
リ
シ
ア
に
英
軍
が
在
り
、
英
軍
の
代
表
者
が
國
内
問
題
に
直
接
干
渉

し
て
い
る
こ
と
、
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
事
態
は
、
㈲
憲
章
第
一
條
第
二
項
の
侵
犯
で
あ
る
。
そ
し
て
、
㈲
第
三
四
條
に
該
當
す
る
性
質
の
第
三

五
條
一
項
の
下
に
お
け
る
事
態
で
あ
る
と
し
た
。
こ
の
問
題
の
解
決
案
と
し
て
ソ
蓮
、
オ
ラ
ン
ダ
、
米
國
及
び
ポ
ー
ラ
ン
ド
の
四
個
の
案
が
提
出

さ
れ
た
が
、
い
ず
れ
も
否
決
せ
ら
れ
、
こ
の
問
題
の
審
議
は
打
切
り
と
な
つ
た
。

　
ギ
リ
シ
ア
は
米
・
ソ
爾
陣
螢
の
勢
力
の
衝
突
し
て
い
る
場
所
で
、
拒
否
椹
を
も
つ
大
國
の
利
害
が
衝
突
す
る
場
合
と
し
て
は
當
然
の
結
果
と
い

え
る
。

　
更
に
、
同
年
一
二
月
三
日
に
総
會
へ
の
ギ
リ
シ
ア
代
表
は
、
ア
ル
バ
ニ
ア
、
ブ
ル
ガ
リ
ア
及
び
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
三
隣
接
諸
國
が
北
部

ギ
リ
シ
ア
の
ゲ
リ
ラ
部
除
に
與
え
て
い
る
援
助
に
よ
つ
て
惹
起
さ
れ
た
北
部
ギ
リ
シ
ア
に
お
け
る
事
態
に
つ
い
て
理
事
會
の
注
意
を
促
し
た
。
こ

の
事
件
の
た
め
に
調
査
委
員
會
が
設
け
ら
れ
、
委
員
禽
は
報
告
書
を
提
出
し
、
勧
告
案
を
作
成
し
た
。
米
國
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
、
ソ
蓮
、
ポ
ー
ラ

ン
ド
等
か
ら
の
提
案
が
検
討
せ
ら
れ
た
が
い
ず
れ
も
否
決
せ
ら
れ
、
九
月
一
五
日
の
理
事
會
は
ギ
リ
シ
ア
閲
題
を
議
事
日
程
か
ら
削
除
す
る
こ
と

を
決
定
し
、
こ
の
問
題
は
総
會
に
移
さ
れ
た
。
総
禽
で
は
一
九
四
七
年
一
〇
月
二
一
日
に
バ
ル
カ
ン
特
別
委
員
會
（
9
①
a
巴
9
ヨ
猛
9
8
9

夢
o
剴
巴
雨
塁
）
を
設
け
こ
の
問
題
を
研
究
し
、
総
禽
は
こ
の
問
題
の
解
決
に
努
力
し
た
が
、
　
一
九
五
〇
年
に
至
り
、
　
ギ
リ
シ
ア
の
國
力
同
復

と
、
ユ
ー
ゴ
ー
ス
ラ
ヴ
ィ
ア
の
ソ
蓮
陣
螢
か
ら
の
離
脆
は
、
こ
の
問
題
を
實
質
的
に
終
焉
せ
し
め
た
（
日
富
野
。
畠
身
鴨
冒
。。
註
什
旨
首
ご
冒
三
9

閏
3
巨
Φ
g
の
9
ご
巳
盆
山
馨
器
Φ
の
男
o
お
蒔
⇒
娼
9
8
ざ
屋
躍
ー
一
霧
些
や
oo
①
9
ぎ
審
壁
餌
誌
0
5
田
O
困
磯
即
β
凶
鑓
試
0
7
一
漣
o
o
”
や
田
ト
外
務
省
、
國
際
協
力

局
第
一
課
編
「
安
全
保
障
理
事
會
の
事
業
」
一
九
四
六
年
一
月
か
ら
一
九
五
一
年
十
二
月
ま
で
）
。



　
⑥
　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
と
オ
ラ
ン
ダ
と
の
問
題

　
一
九
四
七
年
七
月
三
〇
日
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
間
題
が
安
全
保
障
理
事
會
に
提
訴
せ
ら
れ
た
。
印
度
は
、
憲
章
第
三
五
條
一
項
に
基
き
、
オ
ラ
ン

ダ
に
よ
る
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
人
民
に
封
す
る
大
規
模
の
軍
事
行
動
は
憲
章
第
三
四
條
に
規
定
す
る
國
際
卒
和
の
維
持
を
脅
か
す
も
の
で
あ
る
と
し
、

オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
は
「
オ
ラ
ン
ダ
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
間
の
軍
除
の
敵
鉗
行
爲
は
憲
章
第
三
九
條
の
下
に
お
け
る
卒
和
の
破
壊
」
で
あ
り
、
理
事
會

は
爾
國
政
府
に
封
し
敵
封
行
爲
を
停
止
し
て
一
九
四
七
年
三
月
二
五
日
に
爾
當
事
國
間
で
調
印
せ
ら
れ
た
リ
ン
ガ
ジ
ャ
テ
ィ
（
b
㌶
㎎
鴇
a
讐
一
）

協
定
一
七
條
の
規
定
に
從
つ
て
仲
裁
裁
判
の
開
始
を
要
請
す
べ
き
で
あ
る
と
し
た
。

　
理
事
會
は
八
月
一
日
を
期
し
て
停
職
ず
る
よ
う
勧
告
し
、
こ
の
勧
告
の
實
施
と
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
の
情
勢
を
監
覗
す
る
た
め
に
バ
タ
ヴ
ィ
ア
に
駐

在
し
て
い
る
米
・
英
・
佛
・
華
・
濠
・
白
の
六
力
國
の
領
事
で
構
成
せ
ら
れ
る
六
力
國
領
事
委
員
會
を
設
け
た
。
そ
の
後
に
八
月
二
五
日
の
決
議

に
よ
り
三
國
周
旋
委
員
會
（
O
o
a
O
翰
8
0
0
臣
昆
菖
8
）
が
設
け
ら
れ
た
。
委
員
國
は
ベ
ル
ギ
ー
、
オ
ー
ス
ト
ラ
リ
ア
及
び
米
國
で
あ
る
。
そ

の
後
に
、
更
に
こ
れ
に
代
る
に
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
委
員
禽
（
q
且
叶
a
2
彗
ざ
霧
9
目
巳
δ
の
凶
9
団
β
ぎ
＆
ま
ω
冨
）
が
造
ら
れ
、
こ
の
委
員
禽
の
活

動
の
結
果
、
　
一
九
四
九
年
五
月
に
オ
ラ
γ
ダ
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
間
に
豫
備
協
定
が
成
立
し
、
細
目
の
協
定
が
ハ
ー
グ
の
禽
議
の
結
果
締
結
さ
れ

て
、
一
九
四
九
年
の
一
一
月
に
主
椹
が
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
共
和
國
に
移
譲
せ
ら
れ
た
（
目
a
霧
害
o
醒
Φ
唐
。
。
亀
d
三
汁
区
ω
蜜
富
。
。
ま
3
凶
讐
害
賦
。
ざ

ぢ
日
1
一
〇
㎝
b
o
｝
や
c
o
ミ
ニ
旨
Φ
u
轟
試
8
包
○
茜
弩
一
N
暮
一
〇
7
一
譲
oo
”
℃
・
器
刈
ー
図
8
二
渓
o
o
”
℃
・
㎝
o
O
I
㎝
O
b
o
二
譲
P
や
oo
刈
i
oo
o
o
・
や
膿
一
ー
oo
。
O
・
や
お
P

や
O
雪
ー
8
ヨ
一
誤
9
や
　
］
・
O
O
ー
昌
9
や
bo
刈
一
ー
b
o
認
）
。

　
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
間
題
は
國
際
蓮
合
が
調
停
者
と
し
て
の
役
割
を
演
じ
て
成
功
し
た
も
の
の
一
つ
で
あ
る
。
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
に
關
し
て
直
接
に
大

國
の
利
害
關
係
の
衝
突
が
な
い
た
め
に
、
大
國
が
拒
否
椹
を
行
使
し
な
か
つ
た
こ
と
が
、
そ
の
成
功
の
重
要
な
原
因
と
み
ら
れ
る
。

　
⑦
　
コ
ル
フ
海
峡
事
件

　
　
一
九
四
七
年
一
月
一
〇
日
英
國
は
、
一
九
四
六
年
一
〇
月
に
コ
ル
フ
海
峡
で
英
國
海
軍
の
艦
船
及
び
人
員
が
機
雷
に
よ
つ
て
損
傷
を
受
け
た
事

　
　
　
　
國
際
蓮
合
と
國
際
卒
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
コ
ニ
　
　
　
（
一
三
）



　
　
　
國
際
連
合
と
國
際
卒
和
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
一
四
　
　
　
（
一
四
）

件
か
ら
生
じ
た
英
國
と
ア
ル
バ
ニ
ア
と
の
間
の
紛
孚
に
つ
い
て
安
全
保
障
理
事
會
の
注
意
を
促
し
、
こ
の
事
件
に
謝
す
る
ア
ル
バ
ニ
ア
の
責
任
を

追
求
し
た
。
こ
の
事
件
は
一
九
四
冶
年
四
月
九
日
の
理
事
會
で
、
英
國
の
提
案
に
基
き
、
國
際
司
法
裁
判
所
に
付
託
す
る
よ
う
渤
告
し
た
。
國
際

司
法
裁
判
所
は
、
最
初
の
事
件
と
し
て
こ
れ
を
審
理
し
、
一
九
四
九
年
四
月
九
日
に
判
決
を
下
し
、
こ
の
事
件
は
解
決
し
た
（
○
富
。
Q
P
醤
Φ
9
一
一
，

言
α
乞
暮
一
g
¢
営
》
9
一
〇
目
一
一
〇
㎝
P
や
oo
置
ー
oo
“
oo
篇
一
碁
Φ
唐
90
試
o
ロ
巴
O
茜
蝉
巳
轟
賦
0
7
一
逡
oo
”
づ
・
一
一
刈
ー
偉
oo
｝
や
罐
①
ー
認
oo
旧
一
漣
P
℃
・
一
〇〇
⑩
ー
置
ど

や
o
o
置
ー
o
o
o
o
ド
マ
臼
oo
I
㎝
嶺
）
。

　
⑧
　
エ
ジ
プ
ト
問
題

　
一
九
四
七
年
七
月
八
目
附
の
書
簡
で
エ
ジ
プ
ト
は
英
國
と
エ
ジ
プ
ト
間
の
紛
孚
は
憲
章
第
三
五
條
及
び
第
三
七
條
の
下
で
審
議
せ
ら
る
べ
き
聞

題
と
し
て
安
全
保
障
理
事
會
に
提
訴
し
た
。
こ
の
問
題
は
一
九
四
七
年
八
月
五
日
か
ら
九
月
一
〇
日
ま
で
討
議
し
た
が
決
定
を
見
る
に
至
ら
ず
、

理
事
禽
上
程
の
議
題
の
リ
ス
ト
の
中
に
止
め
、
い
ず
れ
か
の
理
事
國
叉
は
當
事
者
の
い
ず
れ
か
の
一
方
の
要
請
が
あ
り
次
第
審
議
を
縫
績
す
る
こ

と
を
決
議
し
た
。
從
つ
て
、
解
決
せ
ら
れ
な
い
ま
ま
残
さ
れ
た
（
冒
審
旨
暮
一
8
巴
O
茜
砦
｝
．
暮
δ
♂
お
蚕
マ
o
。
刈
1
。
。
w
前
掲
、
「
安
杢
保
障
理
事
會

の
事
業
」
　
一
八
ー
一
九
頁
）
。

　
⑨
　
パ
レ
ス
チ
ナ
問
題

　
一
九
二
三
年
以
來
英
國
の
委
任
統
治
下
に
あ
る
パ
レ
ス
チ
ナ
は
委
任
統
治
の
終
了
後
い
か
に
統
治
形
態
を
定
め
る
か
に
つ
い
て
ア
ラ
ブ
、
　
ユ

ダ
ヤ
の
爾
者
は
そ
の
主
張
を
譲
ら
ず
、
英
國
政
府
は
途
に
こ
の
間
題
を
國
際
蓮
合
の
解
決
に
委
ね
た
。
こ
の
間
題
は
総
會
で
取
上
げ
ら
れ
、
一
九

四
七
年
の
第
二
同
定
期
総
會
は
、
一
一
月
二
九
日
に
パ
レ
ス
チ
ナ
を
ア
ラ
ブ
、
ユ
ダ
ヤ
ニ
國
に
分
割
す
る
こ
と
を
決
定
し
た
。
事
務
総
長
は
、
一

九
四
七
年
二
月
二
九
日
の
総
會
の
決
議
に
つ
き
理
事
禽
の
注
意
を
促
し
、
総
會
の
計
叢
を
實
施
す
る
よ
う
理
事
會
に
要
請
し
た
。
叉
こ
の
計
垂

の
實
施
に
關
蓮
し
て
パ
レ
ス
チ
ナ
で
耶
和
に
鉗
す
る
脅
威
叉
は
李
和
の
破
壌
が
起
き
た
場
合
は
、
憲
章
第
三
九
條
及
び
第
四
一
條
に
基
い
て
行
動

す
る
よ
う
理
事
會
に
要
請
し
た
。
こ
の
紛
雫
事
件
に
つ
い
て
は
國
際
蓮
合
は
非
常
な
努
力
を
彿
つ
た
が
、
ア
ラ
ブ
と
ユ
ダ
ヤ
間
の
戦
闘
行
爲
は
容



易
に
牧
ら
ず
、
一
九
四
九
年
に
休
職
協
定
が
締
結
さ
れ
た
が
、
そ
の
後
も
危
機
を
孕
ん
で
い
た
、
一
九
五
一
年
二
月
に
イ
ス
ラ
エ
ル
政
府
の
着
手

し
た
シ
リ
ア
と
イ
ス
ラ
エ
ル
の
國
境
地
方
の
フ
レ
湖
の
埋
立
工
事
に
よ
り
再
び
小
規
模
の
武
力
衝
突
が
起
つ
た
が
、
こ
の
埋
立
工
事
の
中
止
を
要

求
す
る
決
議
案
が
五
月
一
八
日
の
理
事
會
で
探
澤
さ
れ
、
イ
ス
ラ
エ
ル
が
こ
の
決
議
を
受
諾
し
た
の
で
、
こ
の
紛
孚
は
一
鷹
解
決
し
た
。

　
パ
レ
ス
チ
ナ
間
題
は
、
國
際
蓮
合
が
最
も
永
く
解
決
に
努
力
し
た
問
題
の
一
つ
で
あ
り
、
相
當
の
成
果
を
牧
め
た
と
い
え
る
。
こ
こ
に
も
大
國

間
の
積
極
的
な
抗
雫
が
な
か
つ
た
こ
と
が
注
目
さ
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
（
囲
暮
R
轟
試
9
象
O
霞
き
甘
暮
一
9
口
逡
8
や
蕊
。
ー
ら
ご
H
o
蕊
”
マ
鵠
o
o
f
b
o
o
o
o
o
一

や
oo
8
i
臼
ど
や
睦
μ
ー
㎝
O
O
隅
H
逡
P
や
O
一
ー
O
o
o
”
や
悼
G
o
O
－
bo
O
ρ
℃
●
o
o
O
一
ー
oo
O
鉾
や
お
o
o
ー
お
㎝
や
霧
9
一
〇
㎝
ρ
り
図
臼
ー
器
些
や
図
謡
i
砦
o
o
｝
や
鵠
o
o
l

蕊
P
や
①
甘
－
臼
O
O
旧
冨
9
・
b
・
一
ミ
ー
甘
∫
や
O
O
OO
OO
i
O
O
巽
・
や
㎝
ω
O
O
－
9
0
0
・
や
認
刈
ー
置
ゼ
外
務
省
調
査
局
編
「
國
際
連
合
の
歩
み
」
二
五
二
ー
二
六
三
頁
、

6
げ
器
9
0
や
9
“
や
一
〇〇
刈
1
一
〇
偶
）
◎

　
⑩
　
印
度
、
パ
キ
ス
タ
ン
問
題

　
一
九
四
八
年
一
月
一
日
附
の
書
簡
で
イ
ン
ド
代
表
は
憲
章
第
三
五
條
の
規
定
の
下
で
、
ジ
ャ
ム
（
鼠
目
日
葺
）
及
び
カ
シ
ミ
ー
ル
（
国
霧
霞
日
淳
）

の
事
態
の
縫
績
は
國
際
雫
和
及
び
安
全
を
脅
か
す
も
の
と
し
て
安
全
保
障
理
事
會
の
注
意
を
促
し
た
。
そ
の
理
由
は
、
①
印
度
の
分
割
を
實
施
し

た
日
か
ら
一
カ
月
中
に
パ
キ
ス
タ
ン
の
國
境
地
方
か
ら
の
武
装
侵
入
軍
が
ジ
ャ
ム
及
び
カ
シ
ミ
ー
ル
に
潜
入
し
、
こ
の
地
方
の
支
配
者
は
印
度
に

加
入
す
る
か
パ
キ
ス
タ
ン
に
す
る
か
未
だ
決
定
し
て
い
な
い
。
⑧
ト
ラ
ッ
ク
、
小
形
兵
器
、
自
動
車
の
輸
途
を
装
備
す
る
パ
キ
ス
タ
ン
地
方
か
ら

の
二
干
の
不
正
規
侵
入
軍
は
、
ス
リ
ナ
ガ
ル
（
留
日
帥
㎎
霞
）
ま
で
侵
入
し
、
カ
シ
ミ
ー
ル
の
警
察
除
を
撃
破
し
て
、
解
隊
し
た
の
で
、
ジ
ャ
ム
及

び
カ
シ
ミ
ー
ル
の
支
配
者
は
一
九
四
七
年
一
〇
月
二
六
日
に
印
度
政
府
に
軍
事
的
援
助
を
訴
え
、
そ
し
て
印
度
へ
の
加
入
を
要
求
し
た
。
⑧
印
度

政
府
は
、
カ
シ
ミ
ー
ル
が
印
度
の
構
成
員
と
な
る
か
パ
，
ス
タ
ン
の
構
成
員
と
な
る
か
の
終
局
的
な
決
定
は
人
民
投
票
に
よ
る
こ
と
を
公
式
に
聲

明
し
た
後
に
、
ス
リ
ナ
ガ
ル
の
救
援
に
向
つ
た
。
㈲
こ
れ
等
の
事
實
は
、
侵
入
者
は
パ
キ
ス
タ
ン
の
國
境
を
通
る
こ
と
を
許
さ
れ
、
作
戦
行
動
の

基
地
と
し
て
パ
キ
ス
タ
ン
を
使
用
し
、
パ
キ
ス
タ
ン
か
ら
軍
需
品
を
逡
り
、
パ
キ
ス
タ
ン
の
士
官
に
よ
つ
て
訓
練
さ
れ
、
積
極
的
に
援
助
さ
れ
て
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い
る
決
定
的
な
誰
披
で
あ
る
と
し
た
。

　
こ
の
問
題
の
解
決
に
つ
い
て
理
事
會
は
非
常
な
努
力
を
梯
つ
た
が
、
難
航
を
績
け
調
停
を
績
け
て
い
る
が
未
だ
完
全
に
解
決
を
み
る
に
至
ら
な

い
（
ぎ
盆
琶
暮
一
g
巴
O
茜
弩
凶
轟
註
g
口
総
o
o
｝
や
器
㊤
I
o
。
。
9
冒
a
自
害
o
巨
①
日
9
マ
o。
8
－
o。
ぎ
）
。

　
こ
の
聞
題
に
は
直
接
大
國
の
利
害
關
係
の
衝
突
は
な
い
が
、
印
度
と
パ
キ
ス
タ
ン
の
双
方
が
互
い
に
譲
ら
ず
、
解
決
が
遷
延
せ
ら
れ
て
い
る
歌

態
に
あ
る
。

　
⑪
チ
ェ
ッ
コ
問
題

　
一
九
四
八
年
三
月
一
〇
日
チ
ェ
ッ
コ
ス
・
ヴ
ァ
キ
ァ
代
表
（
政
攣
前
の
政
府
の
迭
つ
た
も
の
）
は
事
務
総
長
に
封
し
、
チ
ェ
ッ
コ
ス
ロ
ヴ
ァ
キ
ァ
に

お
け
る
二
月
二
二
日
の
政
攣
を
導
き
、
か
つ
こ
れ
に
つ
い
で
起
つ
た
事
件
に
つ
い
て
理
事
會
の
調
査
を
要
請
し
た
。
事
務
総
長
は
、
こ
の
要
請
は

加
盟
國
政
府
の
要
請
と
し
て
取
扱
わ
れ
な
い
と
決
定
し
た
の
で
、
チ
リ
ー
が
、
三
月
一
二
日
に
チ
ェ
ッ
コ
ス
・
ヴ
ァ
キ
ア
代
表
が
國
際
雫
和
及

び
安
全
の
脅
威
で
あ
る
と
申
立
て
た
事
件
を
理
事
會
が
調
査
す
る
よ
う
要
請
し
た
。
こ
の
事
件
は
背
後
に
ソ
蓮
が
直
接
控
え
て
い
る
事
件
で
あ
る

か
ら
、
ソ
蓮
が
拒
否
権
を
行
使
す
る
限
り
、
理
事
禽
で
解
決
困
難
で
あ
る
こ
と
は
明
瞭
で
、
未
解
決
の
ま
ま
残
さ
れ
て
い
る
　
（
一
旨
①
ぎ
暮
一
9
巴

O
目
㎎
蝉
託
轟
試
o
P
一
逡
o
o
｝
マ
oo
一
ド
ー
o
o
一
肝
前
掲
、
「
安
全
保
障
理
事
會
の
事
業
」
三
一
ー
三
二
頁
）
。

　
⑫
　
ハ
イ
デ
ラ
バ
ッ
ド
問
題

　
一
九
四
八
年
八
月
二
一
日
ハ
イ
デ
ラ
バ
ッ
ド
政
府
は
安
全
保
障
理
事
會
議
長
に
通
告
し
て
ハ
イ
デ
ラ
バ
ッ
ド
と
印
度
間
の
紛
雫
を
憲
章
第
三
五

條
二
項
の
下
で
理
事
禽
の
注
意
を
促
し
た
。
そ
し
て
、
ハ
イ
デ
ラ
バ
ッ
ド
は
大
き
な
不
安
、
侵
略
の
脅
威
、
経
濟
的
封
鎖
に
苦
し
め
ら
れ
て
い
る

こ
と
を
訴
え
た
。

　
こ
の
問
題
に
も
直
接
大
國
の
利
害
關
係
は
含
ま
れ
て
い
な
い
が
、
同
教
徒
及
び
ヒ
ン
ズ
ー
教
徒
の
宗
教
的
な
間
題
が
か
ら
み
、
當
事
國
が
頑
強

に
自
論
を
曲
げ
な
い
た
め
に
理
事
會
で
難
航
し
て
い
る
事
件
で
あ
る
（
ゴ
富
き
暮
一
2
毘
o
茜
讐
冒
暮
一
曾
弘
漣
o
も
」
8
ー
岩
。
o
顎
o
冨
の
ρ
8
』
鉾
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鶏
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⑬
　
べ
乃
リ
ン
問
題

　
一
九
四
八
年
九
月
二
九
日
に
フ
ラ
ン
ス
、
米
國
及
び
英
國
は
「
ソ
蓮
政
府
が
ド
イ
ッ
の
西
部
占
領
地
匿
と
ベ
ル
リ
ン
間
の
運
輸
及
び
通
信
に
封

し
一
方
的
に
課
し
た
制
限
の
結
果
と
し
て
生
じ
た
重
大
な
事
態
に
つ
い
て
理
事
會
の
審
議
を
要
請
し
た
。
ソ
蓮
の
行
動
は
憲
章
第
二
條
に
基
く
義

務
に
反
し
、
か
つ
李
和
に
鉗
す
る
脅
威
を
生
じ
た
と
述
べ
た
。

　
こ
の
事
件
は
直
接
大
國
間
の
事
件
で
あ
つ
て
、
國
際
蓮
合
の
機
關
で
解
決
す
る
こ
と
は
困
難
な
事
件
で
あ
る
。
ベ
ル
リ
ン
の
事
態
を
悪
化
す
る

す
べ
て
の
事
件
を
防
止
し
、
二
個
の
條
件
を
掲
げ
て
こ
れ
を
占
領
國
に
要
請
す
る
決
議
案
が
一
〇
月
二
二
日
に
提
出
さ
れ
た
が
、
こ
れ
は
ソ
蓮
及

び
ウ
ク
ラ
イ
ナ
の
反
封
で
否
決
せ
ら
れ
、
理
事
禽
で
の
解
決
は
全
く
行
き
詰
つ
て
し
ま
つ
た
。

　
し
か
し
、
他
方
に
お
い
て
、
米
・
英
・
ソ
・
佛
の
占
領
四
國
の
國
連
代
表
間
に
非
公
式
の
協
議
が
行
わ
れ
、
ソ
蓮
政
府
と
の
間
に
協
定
が
成
立

し
た
た
め
、
一
感
ベ
ル
リ
ン
封
鎖
の
間
題
は
小
康
を
得
た
わ
け
で
あ
る
が
、
未
解
決
の
黙
が
あ
る
の
で
、
理
事
會
の
議
事
日
程
中
に
は
残
さ
れ
て

い
る
。

　
⑭
朝
鮮
問
題

　
一
九
五
〇
年
六
月
二
五
日
、
米
國
は
事
務
絡
長
に
封
し
て
北
鮮
軍
が
こ
の
日
の
早
朝
数
ヵ
所
か
ら
南
鮮
に
侵
入
し
た
こ
と
を
徳
え
、
こ
の
北
鮮

の
攻
撃
は
卒
和
の
破
壊
及
び
侵
略
行
爲
を
構
成
す
る
こ
と
、
か
つ
事
態
を
庭
理
す
る
た
め
に
即
時
安
全
保
障
理
事
會
を
開
く
こ
と
を
要
請
し
た
。

理
事
禽
は
同
日
開
か
れ
、
修
正
さ
れ
た
米
國
の
決
議
案
ガ
ソ
蓮
代
表
が
理
事
會
に
敏
席
し
た
た
め
に
探
揮
さ
れ
た
。
こ
の
決
議
案
で
は
、
北
鮮
軍

の
侵
入
を
李
和
の
破
壊
で
あ
る
と
決
定
し
、
敵
封
行
爲
の
即
時
停
止
を
要
請
し
、
且
つ
北
鮮
當
局
に
武
装
軍
隊
を
三
八
度
線
ま
で
…
撤
退
さ
せ
る
よ

う
要
請
し
、
叉
す
べ
て
の
加
盟
國
に
封
し
て
、
決
議
の
條
項
を
實
施
す
る
に
當
つ
て
、
國
際
蓮
合
に
あ
ら
ゆ
る
援
助
を
供
與
し
北
鮮
當
局
に
は
い

か
な
る
援
助
も
與
え
な
い
こ
と
を
要
請
し
て
い
る
。
北
鮮
が
こ
の
決
議
に
從
わ
な
か
つ
た
の
で
、
六
月
二
七
日
の
決
議
で
、
加
盟
國
は
南
鮮
に
封
し
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武
力
攻
撃
を
撃
退
し
か
つ
こ
の
地
域
に
お
け
る
國
際
李
和
及
び
安
全
を
同
復
す
る
た
め
に
必
要
な
援
助
を
與
え
る
こ
と
を
勧
告
し
た
決
議
を
探
揮

し
た
。
こ
こ
に
始
め
て
、
國
際
蓮
合
に
よ
る
武
力
行
使
が
行
わ
れ
る
こ
と
に
な
つ
た
の
で
あ
る
。
こ
の
武
力
の
行
使
が
一
九
五
三
年
に
休
職
協
定

が
結
ば
れ
る
ま
で
績
い
た
。
國
際
蓮
合
の
こ
の
行
動
は
安
全
保
障
理
事
會
に
ソ
蓮
が
敏
席
し
た
偶
然
の
事
實
か
ら
實
施
さ
れ
た
こ
と
は
明
か
な
事

實
で
あ
る
（
「
安
全
保
障
理
事
會
の
事
業
」
三
六
－
四
三
頁
、
営
審
暮
”
試
9
巴
φ
彊
嘗
凶
爵
怠
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㌍
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以
上
墨
げ
た
諸
例
は
、
國
際
蓮
合
が
國
際
卒
和
や
安
全
に
關
す
る
間
題
と
し
て
取
扱
つ
た
も
の
の
中
で
主
な
る
も
の
を
概
観
し
た
に
過
ぎ
な

い
。
こ
れ
に
よ
つ
て
わ
か
る
よ
う
に
、
或
場
合
に
は
手
和
維
持
機
構
と
し
て
こ
の
任
務
を
果
し
た
。
最
も
顯
著
な
例
と
し
て
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア

問
題
の
如
き
は
そ
れ
で
あ
る
。
又
或
場
合
、
殊
に
大
國
の
利
害
が
結
ば
れ
て
い
る
よ
う
な
場
合
に
は
、
軍
に
討
議
機
關
と
し
て
働
い
た
に
過
ぎ
な

い
。
チ
ェ
ッ
コ
ス
・
ヴ
ァ
キ
ア
間
題
な
ど
は
そ
の
一
例
で
あ
る
。
前
掲
一
四
の
事
件
の
中
で
眞
に
國
際
蓮
合
の
介
入
に
よ
つ
て
解
決
に
導
か
れ
た

事
件
は
、
イ
ン
ド
ネ
シ
ア
間
題
と
國
際
司
法
裁
判
所
で
審
理
せ
ら
れ
た
コ
ル
フ
海
峡
事
件
の
二
つ
の
事
件
で
あ
る
と
い
つ
て
よ
い
。
他
の
問
題
は

當
事
者
が
自
護
的
に
解
決
し
た
か
、
或
い
は
未
解
決
の
ま
ま
に
な
つ
て
い
る
。
國
際
蓮
合
の
介
入
が
間
題
を
解
決
し
な
か
つ
た
が
、
好
影
響
を
與

え
た
こ
と
は
否
定
で
き
な
い
が
、
實
際
上
の
結
果
か
ら
考
え
る
な
ら
ば
、
國
際
蓮
合
は
、
李
和
を
實
現
し
た
と
い
う
よ
り
も
、
む
し
ろ
討
議
の
機
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3
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關
と
し
て
主
に
働
い
た
と
み
る
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　
（
3
）
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國
際
連
合
が
経
験
し
た
現
在
ま
で
の
事
實
に
基
い
て
考
え
る
な
ら
ば
、
現
在
の
憲
章
の
規
定
で
は
総
會
は
國
際
耶
和
や
安
全
に
關
す
る
総
て
の

問
題
に
つ
い
て
討
議
し
渤
告
す
る
こ
と
が
で
き
る
が
、
勘
告
が
無
覗
せ
ら
れ
た
場
合
に
は
、
そ
こ
に
李
和
に
封
す
る
脅
威
叉
は
手
和
の
破
壌
が
あ



る
と
し
て
、
第
三
九
條
に
よ
る
審
議
を
安
全
保
障
理
事
會
に
要
請
す
る
こ
と
が
で
き
、
理
事
禽
が
李
和
に
封
す
る
脅
威
が
あ
る
と
か
或
い
は
李
和

の
破
壊
が
あ
る
こ
と
を
決
定
し
よ
う
と
す
る
場
合
に
は
、
既
に
大
國
の
拒
否
椹
に
逢
着
す
る
。
か
り
に
、
卒
和
の
破
壊
が
あ
る
と
か
、
李
和
に
封

す
る
脅
威
が
あ
る
こ
と
が
理
事
會
に
よ
つ
て
決
定
せ
ら
れ
た
と
し
て
も
、
次
の
段
階
で
安
全
保
障
理
事
禽
が
執
る
行
爲
、
例
え
ば
、
勧
告
を
行
う

と
か
、
ヌ
は
第
四
一
條
或
い
は
第
四
二
條
に
よ
る
張
制
措
置
を
決
定
せ
ん
と
す
る
場
合
に
も
亦
大
國
の
拒
否
槽
と
い
う
障
碍
に
遭
遇
す
る
。

　
理
事
會
が
第
六
章
に
よ
る
紛
孚
の
李
和
的
解
決
を
企
て
る
場
合
に
お
い
て
も
、
當
事
國
で
な
い
大
國
の
拒
否
椹
の
障
碍
が
あ
る
こ
と
は
同
様
で

あ
る
。
李
和
維
持
機
構
と
し
て
國
際
蓮
合
が
事
實
上
活
動
し
た
上
述
の
事
件
で
、
一
感
の
解
決
を
み
た
事
件
は
、
い
ず
れ
も
大
國
が
直
接
利
害
關

係
を
も
た
な
い
事
件
で
あ
る
と
い
え
る
。
大
國
の
利
害
と
直
接
結
ば
れ
て
い
た
か
、
當
事
國
が
頑
張
に
自
詮
を
固
持
す
る
た
め
に
國
際
蓮
合
が
調

停
の
役
目
を
果
し
得
な
い
場
合
も
あ
る
が
、
こ
れ
は
む
し
ろ
例
外
的
な
事
件
で
あ
つ
て
、
手
和
維
持
に
つ
い
て
、
主
要
な
役
割
を
果
す
理
事
禽
の
機

能
を
痂
痺
さ
せ
て
い
る
の
は
實
に
大
國
の
拒
否
権
で
あ
る
こ
と
が
實
謹
さ
れ
て
い
る
。
憲
章
の
中
か
ら
大
國
の
拒
否
椹
を
抹
殺
す
る
よ
う
に
憲
章

の
規
定
を
修
正
す
る
必
要
が
あ
る
と
の
議
論
は
し
ば
し
ば
聞
く
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
現
在
の
憲
章
の
規
定
は
、
そ
の
當
時
の
國
際
肚
會
の
實
髄
を

反
映
し
た
も
の
で
あ
り
、
國
際
蓮
合
成
立
後
八
力
年
を
維
た
現
在
で
も
、
國
際
肚
會
の
實
状
は
大
き
な
攣
化
が
な
く
、
大
國
一
致
の
原
則
が
否
認
せ

ら
れ
ね
ば
な
ら
ぬ
事
情
が
國
際
肚
會
に
襲
生
し
た
と
認
め
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
。
憲
章
第
二
七
條
第
三
項
の
規
定
を
修
正
す
べ

き
か
否
か
は
意
見
の
分
れ
る
と
こ
ろ
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
を
修
正
す
る
と
し
て
も
、
い
か
に
修
正
す
る
べ
き
か
に
つ
い
て
は
三
つ
の
場
合
が
考
え
ら

れ
る
。
第
一
は
、
大
國
か
ら
全
面
的
に
拒
否
椹
を
奪
う
場
合
で
あ
つ
て
、
安
全
保
障
理
事
禽
の
決
議
を
多
数
決
の
方
法
で
成
立
さ
せ
る
の
で
あ
る
。

第
二
は
、
大
國
に
拒
否
椹
を
認
め
る
が
、
拒
否
椹
の
行
使
を
現
在
よ
り
も
制
限
す
る
方
法
で
あ
る
。
例
え
ば
、
常
任
理
事
國
の
二
國
以
上
の
反
封

が
な
け
れ
ば
拒
否
椹
を
行
使
し
得
な
い
、
と
い
う
よ
う
に
修
正
す
る
方
法
で
あ
る
。
第
三
に
は
、
拒
否
椹
を
行
使
し
得
る
事
項
を
制
限
す
る
こ
と

で
あ
る
。
邸
ち
、
現
在
の
よ
う
に
手
績
的
事
項
以
外
の
事
項
に
關
し
て
は
拒
否
椹
の
行
使
を
認
め
る
代
り
に
、
拒
否
椹
を
行
使
し
得
る
事
項
を
制

限
す
る
の
で
あ
る
。
第
一
の
大
國
に
封
す
る
拒
否
椹
の
全
面
的
否
認
は
、
實
現
性
の
殆
ん
ど
な
い
議
論
で
あ
る
。
大
國
の
政
治
的
及
び
経
濟
的
優
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位
、
即
ち
大
國
の
實
力
的
背
景
の
下
に
國
際
連
合
な
る
組
織
は
存
在
す
る
の
で
あ
つ
て
、
大
國
と
小
國
と
の
逼
別
な
く
、
総
て
多
数
決
の
方
法
を

探
用
す
る
と
き
は
、
多
数
國
を
糾
合
す
る
場
合
に
は
常
に
決
議
を
有
利
に
成
立
せ
し
め
る
こ
と
が
で
き
る
結
果
と
な
る
。
例
え
ば
、
世
界
が
米
・

ソ
ニ
陣
螢
に
分
れ
て
い
る
と
し
て
、
米
國
側
に
厨
す
る
國
家
が
多
数
で
あ
る
た
め
に
、
ソ
蓮
側
は
常
に
理
事
會
で
敗
れ
、
安
全
保
障
理
事
會
の
決

議
は
、
常
に
米
國
の
主
張
が
通
る
と
い
5
こ
と
に
な
る
。
そ
の
結
果
、
ソ
蓮
側
は
自
己
の
意
思
に
反
し
強
制
措
置
に
も
参
加
せ
ね
ば
な
ら
な
い

し
、
ぞ
の
強
制
措
置
は
或
場
合
に
は
自
己
の
衛
星
國
に
封
し
加
え
ら
れ
る
と
い
う
よ
う
な
場
合
も
想
像
で
き
る
。
こ
の
よ
う
な
事
情
の
下
に
お
い

て
、
果
し
て
大
國
は
國
際
蓮
合
の
一
員
と
し
て
止
つ
て
い
る
で
あ
ろ
う
か
。

　
次
に
、
拒
否
椹
行
使
の
條
件
を
困
難
に
す
る
方
法
、
即
ち
、
現
在
の
よ
う
に
、
大
國
が
軍
猫
に
拒
否
樺
を
行
使
で
き
る
方
法
を
修
正
し
て
、
例

え
ば
、
二
國
以
上
の
大
國
の
反
封
が
あ
る
場
合
に
決
議
を
不
成
立
に
す
る
と
い
う
よ
う
な
方
法
に
修
正
す
べ
き
で
あ
ろ
う
か
。
こ
の
方
法
は
理
論

的
に
不
可
と
す
べ
き
で
は
な
い
が
、
現
實
の
問
題
と
し
て
、
中
共
が
國
際
蓮
合
に
代
表
者
を
途
つ
て
い
な
い
現
在
で
は
、
ソ
蓮
側
に
風
す
る
大
國

は
、
ソ
蓮
以
外
に
は
な
い
。
二
大
國
が
共
同
で
反
蜀
し
な
け
れ
ば
、
拒
否
権
を
行
使
で
き
な
い
と
す
れ
ば
、
ソ
蓮
は
事
實
上
拒
否
権
を
行
使
で
き

な
い
こ
と
に
な
る
。
こ
の
よ
う
な
修
正
に
ソ
蓮
が
賛
成
す
る
と
は
想
像
で
き
な
い
。

　
第
三
の
方
法
、
帥
ち
、
拒
否
椹
の
行
使
を
認
め
る
事
項
を
制
限
す
る
方
法
は
、
或
程
度
實
現
の
可
能
性
が
あ
る
方
法
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ

る
が
、
實
艦
的
事
項
の
中
で
、
い
か
な
る
事
項
に
つ
い
て
拒
否
椹
の
行
使
を
認
め
な
い
か
と
い
う
黙
に
つ
い
て
容
易
に
意
見
が
一
致
し
な
い
で
あ

ろ
う
。

　
大
國
の
拒
否
椹
が
國
際
蓮
合
の
李
和
機
構
と
し
て
の
活
動
を
阻
害
し
て
い
る
こ
と
が
明
か
で
あ
る
と
し
て
も
、
大
國
一
致
の
原
則
が
國
際
雫
和

を
實
現
す
る
根
本
的
な
要
請
で
あ
る
限
り
、
大
國
の
拒
否
椹
を
認
め
な
い
わ
け
に
ゆ
か
ぬ
。
憲
章
の
規
定
は
大
國
の
拒
否
椹
を
認
め
て
い
る
の
で

あ
る
か
ら
、
大
國
が
或
場
合
は
拒
否
椹
を
行
使
し
て
安
全
保
障
理
事
會
の
決
議
を
不
成
立
な
ら
し
め
る
こ
と
は
、
憲
章
の
規
定
そ
の
も
の
よ
り
明

か
な
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
は
、
國
際
蓮
合
の
機
構
上
當
然
豫
期
し
得
る
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
豫
期
に
反
し
た
こ
と
が
あ
る
と
す
れ
ば
、
そ
れ



は
齢
り
に
も
し
ば
し
ば
大
國
が
拒
否
椹
を
行
使
し
て
、
安
全
保
障
理
事
禽
の
決
議
を
不
威
立
な
ら
し
め
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
大
國
の
拒
否
椹

を
認
め
な
が
ら
、
た
び
た
び
拒
否
椹
を
行
使
す
る
と
い
う
理
由
で
そ
の
行
使
を
制
限
又
は
否
認
じ
よ
う
と
す
る
こ
と
は
、
大
國
一
致
の
原
則
の
破

棄
又
は
制
限
で
あ
る
。
こ
の
原
則
を
放
棄
す
る
こ
と
は
、
國
際
蓮
合
の
世
界
性
を
放
棄
す
る
こ
と
に
な
る
で
あ
ろ
う
。
國
際
蓮
合
の
震
足
し
た
嘗

時
と
現
在
と
の
間
に
、
大
國
一
致
の
原
則
を
放
棄
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
よ
う
な
國
際
事
情
の
攣
化
が
あ
る
と
は
考
え
ら
れ
な
い
。
も
し
國
際
蓮

合
が
世
界
性
を
維
持
し
よ
う
と
欲
す
る
な
ら
ば
、
大
國
一
致
原
則
は
堅
持
せ
ね
ば
な
ら
ぬ
。
も
し
、
大
國
の
一
致
が
あ
る
な
ら
ば
、
第
七
章
の
強

制
措
置
を
執
る
こ
と
も
可
能
で
あ
り
、
國
際
蓮
合
は
國
際
雫
和
の
實
現
に
有
力
な
機
能
を
襲
揮
す
る
こ
と
に
な
る
の
で
あ
る
が
、
現
在
の
よ
、
）

に
、
世
界
が
幾
つ
か
の
欝
立
す
る
陣
螢
に
分
れ
て
い
る
場
合
に
は
、
大
國
が
一
致
の
行
動
を
執
つ
て
強
制
措
置
を
執
り
得
る
よ
う
な
場
合
は
殆
ん

ど
考
え
ら
れ
な
い
。
こ
の
た
め
に
、
國
際
蓮
合
は
張
制
措
置
を
執
る
よ
り
も
、
む
し
ろ
仲
介
者
、
調
停
者
と
し
て
行
動
す
べ
き
で
あ
る
と
主
張
す

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ

る
よ
う
な
意
見
が
生
ま
れ
る
。
こ
の
考
え
方
は
、
國
際
肚
禽
の
現
歌
に
重
黙
を
お
い
た
も
の
で
あ
る
。
現
歌
で
は
強
制
措
置
を
執
る
こ
と
を
困
難

又
は
不
可
能
に
し
て
い
る
が
、
こ
の
現
歌
は
李
和
機
構
と
し
て
の
國
際
蓮
合
の
機
構
上
當
然
の
こ
と
で
あ
り
、
憲
章
の
修
正
が
實
現
せ
ら
れ
る
た

め
に
は
、
憲
章
第
一
〇
八
條
の
障
碍
が
横
た
わ
つ
て
い
る
。
こ
の
黙
を
考
え
合
せ
る
な
ら
ば
、
國
際
蓮
合
は
仲
介
者
又
は
調
停
者
と
し
て
行
動
す
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べ
き
で
あ
る
と
い
う
論
に
も
充
分
の
理
由
が
あ
る
。
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全
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障
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事
會
の
機
能
の
麻
痺
に
よ
る
囚
際
蓮
合
の
卒
和
機
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し
て
の
機
能
喪
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た
め
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、
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會
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